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さいたま市長６月定例記者会見 

平成２３年６月２３日（木曜日） 

午後１時３０分開会 

 

〇 進  行   それでは、定刻となりましたので、市長定例記者会見を始めさせていた

だきます。 

         記者クラブ幹事社のテレビ埼玉さん、進行のほうよろしくお願いいたし

ます。 

〇テレビ埼玉   ６月の幹事社を務めますテレビ埼玉と申します。よろしくお願いします。 

         それでは、本日の記者会見内容について市長から説明をお願いします。 

〇 市  長   梅雨を迎えまして、うっとうしい日々が続いております。皆様、いかが

お過ごしでしょうか。梅雨が明ければ、すぐに厳しい暑さになりますが、

この夏は国を挙げて節電に取り組んでおり、暑いからといって、これまで

のようにエアコン頼みというわけにはまいりません。もともと日本の夏は

高温多湿で、そのために古くからさまざまな暑さ対策が工夫されてきまし

た。すぐに思いつくだけでも、よしず、すだれ、打ち水などがありますし、

風鈴もですね、心の暑さ対策というふうに言えるんではないかと思います。 

         また、子供のころの夏休みには、早起きをして夏の涼しいうちに勉強を

済ませたという思い出もあります。今思いますと、小学生版のサマータイ

ムという制度ではなかったかと思います。 

         さいたま市は、とりわけ暑いところでございます。本格的な猛暑が来る

前に、それぞれの家庭に合った暑さ対策を見つけて、節電しながらも快適

に真夏を乗り切っていただきたいというふうに思います。 

 

 

 

         それでは、議題の説明に移らせていただきます。本日の議題は、さいた

ま市の夏のイベントについての１件でございます。 

         来週から７月に入ります。季節は本格的な夏へと移り、市内各地で夏の

イベントが開催をされます。今年は、さいたま市誕生１０周年であり、そ

れぞれのイベントは記念の冠事業として、だれでも参加でき、１０周年を

市長発表 

議題：さいたま市の夏のイベントが始まります 
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祝える事業に位置づけております。市内各地でお祭りや花火大会など、に

ぎやかで楽しい催しが予定されておりますので、例年以上に多くの方々に

足を運んでいただきたいというふうに考えております。 

         初めに、「まつり」についてでありますが、７月１７日の「浦和まつり・

音楽パレード、浦和おどり」及び「中山道みやはらまつり２０１１」を皮

切りに、８月の２７日の「指扇まつり大会」まで旧市ごとの４地区で１２の

お祭りが、地域住民が主体となって行われます。人出につきましては約

１４１万人を見込んでおります。 

         なお、与野夏祭りにつきましては東日本大震災の影響を受け、地元の意

向によりまして、例年本町通り周辺で行われます大人みこしの渡御を自粛

することとなりました。地域の方々の真摯な話し合いの結果であると思い

ますので、やむを得ないというふうに考えております。 

         また、震災の関連では電力不足に対応するため、例えば「浦和まつり・

音楽パレード」では開催時間を２時間繰り上げるなど、節電に配慮すると

ともに、各イベント会場で募金活動を行うなど被災地支援に取り組みなが

ら実施しようと考えております。 

         一方、花火大会は昨年同様７月の３０日に大和田公園周辺、８月の１４日

に東浦和大間木公園周辺、８月の２０日に岩槻文化公園の３会場で行いま

す。各会場とも早打ちやスターマインなどの花火がさいたまの夏の夜空を

彩ります。ことしは、東日本復興祈念と題しまして、復興祈願の花火を打

ち上げるとともに、震災によりましてさいたま市内に避難をしている被災

者をご招待したいと考えております。対象者は約６８０人で、現在全員に

案内状を発送する準備を進めております。今後も、「心はひとつ、ともに明

日へ」を合い言葉に、被災地、被災者支援を行ってまいります。 

         また、今年も個人メッセージ花火をそれぞれ募集しております。東北を

元気に、そして日本を元気にさせてくれるようなメッセージをお待ちして

おります。 

         なお、今年は３会場で合計で約２４万人の人出を見込んでおります。市

民はもちろん、市外からお立ち寄りになる方、あるいは避難所生活を余儀

なくされているすべての方にご堪能いただくとともに、ご協賛いただく企

業の皆さん、まつりの主役である地域の皆さんを含め、１０周年にふさわ



 
3

しい交流と絆が深まるような、さいたま市の夏のイベントとなることを願

っております。 

         議題の説明は以上です。 

〇テレビ埼玉   ありがとうございました。 

         幹事社から質問させていただきます。先ほどちょっと自粛が一部、大人

みこしにあったということなのですけれども、１０周年ということで、本

来だったら例年よりも盛り上げようというような状況かと思うんですけれ

ども、例年より規模的にはどうしても小さくなってしまっているんでしょ

うか。 

〇 市  長   そうですね、花火大会などは、もしかしたら一部そういう可能性もあり

ます。ただ、できるだけ例年どおり、あるいは１０周年ですから、例年以

上に行えればという思いは変わっておりませんので、その努力をしていく

ということでございまして。ただ、節電への配慮あるいは被災地の皆さん

への配慮はしっかりとやっていきたい、このように思っています。 

〇テレビ埼玉   市長からの説明について、各社さん、質問あればお願いします。 

 

 

 

 

         無いようですので、幹事社として代表質問をさせていただきたいと思い

ます。質問はまとめて行いますので、よろしくお願いします。 

         質問、まず最初はですね、７月１日からさいたま市版のサマータイムが

始まるんですけれども、その節電対策について市長の考えは。 

         ２点目がですね、川口市で放射線量の独自基準を定めましたけれども、

さいたま市は定める予定はあるのかについて。それに付随しまして、市が

独自で行った放射線量調査について、どのような結果が出たかなど、わか

るところがあれば教えてください。 

〇 市  長   それでは、順次お答えをしたいと思います。 

         まず初めに、さいたま市版サマータイム及び節電対策についてお答えを

させていただきたいと思います。 

         本市の節電対策は、さいたま市電力危機検討チームが検討を進めまして、

幹事社質問 

さいたま市の節電対策の市長の考えについて 

放射線量測定の基準等について 
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５月の１０日に策定をした「さいたま市節電・エネルギー対策に関する基

本方針」に基づき実施をしております。 

         この基本方針に定めております市役所における節電対策の重点取り組み

の一つであります、さいたま市版サマータイム制は、７月の１日から９月

の３０日までの間、職員の昼休みを原則午後の１時から２時までとして、

電力使用量がピークとなります時間帯の節電に貢献しようという取り組み

であります。導入に当たりましては、東京電力株式会社などにも実効性の

高い取り組みであるとの確認をした上で決定したものでございます。 

         他の自治体に先駆けて、全国で初めてさいたま市版サマータイム制の導

入を決定し、公表いたしましたけれども、その後多くの自治体が本市と同

じ形態のサマータイム制を実施するとの発表を目にしており、この取り組

みが電力需要のピークカットに大きく貢献するものと、改めて確信をした

ところでございます。 

         そこで、本市では、さいたま市版サマータイム制を初めとする節電対策

を着実に実施をしていくために、去る６月１５日に「さいたま市役所節電

実行計画」を策定をしました。７月から９月までの３カ月間を実施期間と

しまして、市有施設全体で１５％以上の節電を実施することを目標として

おります。 

         目標達成に向けましては、庁舎や事務所など、主に職員が使用する施設

での冷房温度の２９度設定、照明の削減、ＯＡ機器や電気製品の利用削減

など、この夏の職員のビジネススタイルを「空調ビズ」、「照明ビズ」、「Ｏ

Ａビズ」、「タイムビズ」、「節電ビズ」の５つで表現する、さいたま市５つ

のビズを基礎として、職員全員参加で積極的に取り組んでまいります。 

         このような取り組みを実践することで、公民館やコミュニティセンター

あるいはスポーツ施設などの市民が利用する施設におきましては、原則利

用制限をしないこととさせていただくつもりであります。ただし、各施設

では冷房温度の２８度設定あるいは一部消灯などの節電対策に取り組んで

おりますので、ご了承いただくとともに、ご協力をお願いしたいと思いま

す。 

         なお、本計画の目標の達成状況につきましては、毎月検証を行い、その

結果を公表することで計画を着実に実施してまいりたいと考えております。 
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         このようにして、私たち市役所の職員は率先をして節電に取り組んでま

いりますが、今回の未曾有の電力危機を乗り越えるには、まだまだ十分で

はありません。市民、事業者の皆様、全員参加による節電行動が必要であ

ります。現在「全員参加！乗りきろう電力危機！！」をキャッチフレーズ

に節電を呼びかけておりまして、家庭、また職場における一人一人の知恵

と工夫を生かした節電が大変大きな力になると思いますので、ぜひご協力

をお願いしたいというふうに思います。 

         あわせて、今回の取り組みを一時的なものにとどめることなく、電力使

用の抑制や代替エネルギーの活用といった、地球温暖化対策にもつながる

ライフスタイル、ビジネススタイルの実現に向けて、長期的なエネルギー

施策も視野に入れて取り組んでいきたいと考えております。 

         続きまして、川口市の独自基準を定めたことに対して、さいたま市は定

めるのかということのご質問にお答えをしたいと思います。 

         本市におきましては、国際放射線防護委員会が示す線量限度や国が示す

暫定的な基準値、年間１ミリシーベルトを指標として学識経験者の意見を

伺いつつ、放射線量等の測定結果を評価していこうと考えておりますので、

現段階におきましてはさいたま市独自の基準を設定するという考えはござ

いません。 

         今回、川口市長さんも国へのプレッシャーというふうにおっしゃってお

りますとおり、国の基準があいまいな中でのやむにやまれない選択であっ

たと理解をしており、国には全国統一の明確な基準づくりをぜひ進めてい

ただきたいと考えております。 

         先日開催されました九都県市首脳会議におきましても、放射性物質に関

する基準値の明確化等について、首脳提案として国に問題提起をしたとこ

ろですが、今後も機会あるごとに住民の不安の声をお伝えするとともに、

働きかけていきたいというふうに考えております。 

         また、今回調査をしました独自の調査結果につきましてお話をさせてい

ただきます。市民の皆様からは、福島第一原子力発電所の事故に伴いまし

て、学校、公園などの放射線の影響を心配されている多くのご意見が寄せ

られております。市民の皆様の不安を解消し、安心安全に暮らせるように、

市全体の大気中の放射線量の状況を把握するため、各区２カ所、２０地点
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の大気中の放射線量の測定を２１日、火曜日に実施をいたしました。また、

同日、市立学校のプールの水につきましても１１地点で放射性物質の水質

調査を実施したところです。今回実施をいたしました大気中の放射線量の

測定結果について、学識経験者のご意見や評価等をいただきましたので、

その内容も含めて調査結果を報告をさせていただきます。 

         市内２０地点の空間放射線量の調査結果は、１時間当たり０．０６から

０．１０マイクロシーベルトの範囲内にあり、年間被曝量に換算をいたし

ますと、最大でも年間０．５３ミリシーベルトとなっております。これは、

国際放射線防護委員会が勧告をした一般公衆の線量限度であります年間

１ミリシーベルトを下回った結果となっております。本市の調査結果につ

きまして、医療放射線防護連絡協議会総務理事をしておられます自治医科

大学ＲＩセンター管理主任の菊地 透氏に考察をいただきましたところ、

これらの値は通常の自然界中の放射線レベルと考えられ、校庭、園庭の安

全は確認されたとの見解でございました。年間被曝量が１ミリシーベルト

を超えた場合であっても、直ちに健康への影響が生じるわけではございま

せんが、今後年間被曝量が１ミリシーベルトを超える地点が確認をされた

場合は、周辺地域の測定を強化するなど継続して注意深く監視し、学識経

験者のご意見を伺いながら対応を検討してまいりたいというふうに考えま

す。 

         なお、プールの水の分析には日数を要しますので、その公表につきまし

ては２４日、金曜日になる予定でございます。 

         今後の調査結果についてでございますが、施設管理者による測定計画を

迅速に進めていくため、関係する１１課で構成をします「放射線量等測定

検討部会」を原発災害関連研究チームのもとに立ち上げたところでござい

ます。当面のスケジュールといたしましては、明日６月の２４日、金曜日

に市営野外プール６カ所の測定を行い、その後市内２０カ所につきまして

は、当面の間、月２回程度でモニタリングを実施をしてまいりたいと考え

ております。 

         また、放射線量の測定機器の購入準備が整い次第でございますが、おお

むね７月の中旬までには市内（会見後訂正「市立」）のすべての学校、保育

園などの測定を実施するほか、必要に応じて公園など他の公共施設の測定
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も実施をしてまいりたいと考えております。 

         なお、放射能に対する理解を深めるため、７月の１３日、水曜日に「市

民会館うらわ」で、７月１９日、火曜日に「市民会館おおみや」におきま

して、市民向けに「福島原発事故に伴う放射線、放射能と健康影響を知る」

と題した講演会の開催を予定をいたしております。 

         今後も市民の皆様方の安心安全な生活を確保するために、迅速な調査と

情報発信に努めてまいりたいと考えております。 

         測定結果や今後のスケジュール等につきましては、この後担当から詳し

くご説明をさせていただきますので、そちらのほうでよろしくお願いした

いというふうに思います。 

         以上です。 

 

〇テレビ埼玉   ありがとうございました。 

         代表質問の説明に関して質問がある方は質問してください。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         節電対策の関係なんですが、県ではですね、電気料金を年間約１億

６，０００万円削減すると、節電対策に関係して試算を出していますが、

市としての試算は出ていますでしょうか。 

〇 市  長   契約電力の引き下げの対象となるのは小口需要家の契約電力が５００キ

ロ（ワット）未満の高圧受電施設でございまして、本市では庁舎や学校、

それから図書館、公民館などの３４６施設が対象となります。１５％の削

減を行いますと、月額で約１，０００万円の削減になると試算されており

ますので、年間でいいますと約１億２，０００万（円）ということになり

ます。 

         また、電気使用量削減の効果を試算をしますと、月額で約２，８００万

円というふうになることから、基本料金の引下げと電気使用量の削減を合

わせて、実行期間であります７月から９月までの３カ月における節電対策

による財政効果は約１億１，４００万円、この３カ月だけで見ると１億

１，４００万円ということでございます。 

〇テレビ埼玉   ほかにありますでしょうか。 

         それでは、そのほかに質問がある方は質問してください。 

関連質問 
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〇 時事通信   済みません、時事通信です。 

         前回もお伺いしたんですが、社会保障と税の一体改革に関する最終案が

決定して、制定はしませんでしたが、最終案がまとまっている状況です。

前お伺いしたときは、かなり国寄りの社会保障費で、消費税増税しても、

目的税で４つの政策にしか使えないというようなところが、消費税引き上

げ分は地方の単独事業も反映させた形で国と地方で割合を考えましょうと

いうふうに大分地方にも有利になっている最終案になっています。その国

有利だった最終案が軌道修正されたことに関してのご感想とですね、地方

単独事業に対することも含まれているので、国と地方の配分によって地方

が行う単独事業に影響が出るかどうか、それの懸念があるかどうかという

ところの２点をとりあえずお伺いしますが。 

〇 市  長   まず、最初の部分でありますけども、最終決定につきましては見送られ

たということではありますけれども、全体の方向性ということにつきまし

ては、６月の１７日に出されました社会保障、税一体改革案では、現行分

の消費税収に関する地方への配分を変更しないことを前提として、増収分

につきましては国と地方の役割に応じた配分を実現するなど、地方の社会

保障給付に対する安定財源の確保については、一定の評価ができるという

ふうに考えております。今後とも国と地方の役割分担に応じて、この辺が

まだはっきり明確になってございませんので、これに応じて、この安定的

な財源確保が図れるように地方六団体あるいは九都県市などで連携をして

取り組んでいきたいというふうに思っております。そういう意味では、そ

の辺の役割分担が明確になる中で多分地方の単独事業の問題なども見えて

くるんだろうと思いますが、現状としては、まだその辺がはっきりしてい

ない段階なので、後半の質問については、まだ明確にはちょっと答えられ

ないということになります。 

〇 時事通信   今、国と地方の、これからどういったところの単独事業まで含めるかと

いう議論がされてくるかと思うんですが、そうすると国と地方の協議の場

が法制化されて、そこが活用されていくと思うんですけども、その国と地

方の協議の場が法制化されたことで、地方の意見というのが国に反映され

その他質問 

社会保障と税の一体改革案について
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ているとお考えでしょうか。 

〇 市  長   今回のプロセスについてですね、それが十分に反映されたかどうかとい

うことはちょっと、十分ではなかったというふうな思いがございますけど

も、これからこの役割分担をしていく部分についてはですね、これはもう

国と地方の、いわゆる法律で定められた協議機関ができるわけですから、

この中でしっかりとですね、地方の代表者と国とがきっちり議論をして、

その上で進めていただけるように、とにかくそのプロセスを大変重要視し

て見てまいりたいというふうに思っていますけども。 

〇テレビ埼玉   そのほかにありますでしょうか。 

 

〇日本経済新聞  日経新聞ですけれども、新都心の再開発についてなんですが、市のほう

で独自施設を検討するためのプロジェクトチームというのを前回つくられ

るということをご説明されたと思うんですけど、それはもうつくられたん

でしょうか。つくられたとすれば、今後どのようなスケジュールで市の案

というのを煮詰めていって発表していくのか、その辺をもう一度教えてい

ただきたいんですが。 

〇 市  長   今のご質問にお答えをしたいと思います。 

         まず、さいたま新都心第８―１Ａ街区における市導入機能の調査、検討

を進めることを目的としまして、「さいたま新都心第８―１Ａ街区市導入機

能庁内プロジェクトチーム」というのを６月の９日に設置をいたしました。

そして、６月の１５日に１回目の会議を開催をしまして、現在は各部にお

きまして病院との整合性等を図りつつ、安心、安全をより一層高めるため

の機能の付加という観点から事例の収集、それから調査等を進めておりま

す。 

         プロジェクトチームの構成員につきましては、前回もちょっとお話しし

たかもしれませんが、政策局の理事が座長になりまして、政策企画部長、

保健部長、それから子ども育成部長、都市計画部長、都心整備部長、この

６名がそのメンバーということになります。今後このプロジェクトチーム

によります検討を早急に進めて、県あるいは病院関係との協議、調整を行

っていきたいと思います。２回目は、今月下旬ぐらいかと思っております。 

         具体的に、まだ全体の、いつ頃までにというスケジュールについては、

新都心８－１Ａ街区について 
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今後また県といろいろ協議をしていく中で決まってくるものというふうに

思っておりますので、まだその辺については明確ではございませんが、で

きるだけ早く市の導入機能についてですね、決定していけるように準備を

進めていきたいというふうに思っています。 

〇日本経済新聞  それに関連してなんですけれども、県のほうでは専門の常設の課を立ち

上げて、一方で市のほうではですね、プロジェクトチームという形が代表

になっているわけですけども、そこら辺に温度差というのが感じられるん

じゃないかなというふうに思うんですけれども、実際今回の新都心の開発

をめぐっては、やはり県のほうが主導して、市のほうはやや後追い的に追

随していくというような、やっぱり形になっている、そういうふうに見ら

れても仕方ないのかなと思うんですけれども、その辺市長はどういうふう

にお感じになっていますか。 

〇 市  長   そうですね、これまでも都市計画の全体の部分は市が担当してきて、中

身の計画、具体的な施設計画等についてはですね、これはＵＲと県、そし

て市と３者でやってきて、特に県のほうは全体の３割、それからＵＲが６割、

さいたま市が１割という地権者の割合の中でね、検討してきて、どちらか

というと、これまでも県が施設計画については主導してきてやってきたと

いうような経緯もあるかと思っております。 

         今回、県立小児医療センターという県の施設と、それから日赤病院とい

う２つが進出するということでありますので、市としてその中でどのよう

な対応をするかといったときにですね、やはり日赤医療センターの支援策

をどういうふうにするかという部分、それから市の独自の施設、どういっ

たものをつくるかというのが、これが市の一つの大きな役割だろうという

ふうに考えておりますので、その役割をしっかりと、その３者で連携、協

力をしながらしっかりと果たしていくということにしていきたいと思って

おります。 

         あともう一点、組織としては新都心整備対策室というのが、これもとも

と市のほうでございますので、そういう意味では組織としてはこの組織で

既にこれまでも取り組んできたということであります。 

〇 事務局    県についてはですね、このたびそういう新しい担当セクションが発足し

たんですけども、市のほうは、今市長からありましたように前からですね、
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８―１Ａ街区の担当セクションとして新都心整備対策室というもので対応

してきていたということでございまして、今後プロジェクトチームの検討

等踏まえながら、必要に応じてその組織の充実を図るようなことで考えた

いということでございます。 

〇テレビ埼玉   ほかにありますでしょうか。 

 

〇 東京新聞   岩槻につくる（仮称）人形会館についてお伺いしたいんですが、今回で

ですね、来場目標が７万人というのが、恐らく初めて示されたかと思うん

ですけれども、来場者目標ですかね。収支としては、盆栽美術館程度の赤

字が見込まれる、１億５，０００万円近いかなと思うんですが、市長の基

本的なスタンスとして、文化行政って収支だけで見られるものではなくて、

守っていく必要があるので、市としてやる必要があるという考え方もある

と思うし、でもできれば黒字がとれたほうがいいという考え方もあると思

うんですが、市長としてはそのあたりをどのようにお考えになっているの

かと。まず、産業として、その人形づくりがそんなに守らなきゃいけない

ほど風前のともしびという感じがしないんですが、個人的には。そのあた

り、市長はどのようにお考えなのか。 

〇 市  長   岩槻の人形会館につきましてはですね、基本的にはさいたま市の岩槻区

のですね、人形づくりというですね、伝統文化を継承するという、そうい

った意味合いが大変大きいと思っております。その中で、心の豊かさ、ゆ

とりというのが生まれてくる。一つは、やっぱり文化施設でありますから、

これがもちろん黒字になればそれにこしたことはないかもしれませんけれ

ども、多くのというか、ほとんどの文化施設はやはり赤字というかですね、

行政としてのある程度の負担というものが生じているケースがほとんどで

あるというふうに認識をしています。ただ、先ほども言いましたけど、や

はり文化をね、しっかり守っていくということの大切さと、あとはあわせ

てその単体の収支だけでは見ることはできないけれども、さまざまな経済

波及効果、あるいはそのＰＲ効果などなどを総合的に勘案をして、それで

やるべきかやらないべきかというようなことを判断をしていくことが必要

だろうというふうに思います。基本的には、そういう意味の中で、私たち

としては、この人形文化の伝統継承は必要であるというふうに考えており

（仮称）岩槻人形会館について 
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ますので、その中で今検討させていただいているということです。 

〇 東京新聞   それで、関連してなんですけれども、東日本大震災があったので、お金

の使い方をちょっと考えてほしいというような声もたくさん出てきて、実

際その後に行われた統一地方選、市議さんでも、もともとは人形会館つく

ってほしいと言っていた方が意見を変えられたりとか、もしくはほかの区

の岩槻の方でない方でも、箱物は反対であるというようなことを言って当

選された方がいて、それがどのぐらいその当選の要因になっていたかは分

かりませんが、市民の方もちょっと意見が変わってきている部分もあるか

なと思うんですが、改めてこれ市民の方に、今までにもパブリックコメン

トとかいろいろ求められていったと思うんですが、改めて聞いてみるとか、

もしくはそういった期間も含めてさらなる着工期間の延期であるとか、も

しくはちょっと今厳しいからやめようとか、そういうようなふうに変更す

る可能性というのはありますか。 

〇 市  長   １つは、やはりこの大震災が起こったというのはですね、これは人形会

館の建設云々だけではなくて、さいたま市政にも大変大きな影響を与えて

いる、あるいは日本全体に大きな影響を与えた出来事だろうと思っていま

す。その中で、財源は当然限られておりますので、何を優先をし、何をま

ずやっていくべきなのかという視点を持つことも必要だろうと思っており

ます。ですから、そうしたさまざまな環境の中でやはり総合的に判断をし

て、今そういう意味では準備段階ということで進めさせていただいており

ますけども、そういったことも踏まえながら検討していきたいというふう

に思っております。 

〇テレビ埼玉   ほかにありますか。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞ですけども、今のに関連して、準備段階というご発言がありま

したけども、これはいつまでを準備段階として考えていらっしゃいますか。 

〇 市  長   実際には、着工するということはもう準備ではなくて、やるというゴー

サインだということだと思いますけれども、その前にですね、今私たちと

しても地元の皆さんにもご協力をいただいて、その施設をより効果的に活

用していただき、また情報発信をしていこうというようなことで、プラッ

トホームというんですかね、そういった地域支援組織ということをつくり

ながら進めさせていただいておりますので、準備というと、着工の前まで
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が一つの準備だろうと思いますので、その中でいろんな社会情勢、あるい

はそういったことなども踏まえながら最終的に判断をしていくというふう

に考えております。 

〇 埼玉新聞   具体的に何月とか、そういうものを設けているわけではないということ

ですね。 

〇 市  長   そうですね。ただ、目安としては年内、あるいは年度内に今予算として

計上させていただいておりますので、その中でまずは検討していくという

ことになると思います。 

〇日本経済新聞  今のに関連してなんですけど、結局着工は、準備期間は年度内というこ

とは、着工は来年度になる。 

〇 市  長   年度内に。 

〇日本経済新聞  年度内。 

〇 市  長   今年度予算としては年度内に着工するという予算を組ませていただいて

おりますので、その着工に入る前までが準備ということになると思います

ので、その中でいろんな、総合的に検討していくことが必要だろうとは思

っております。 

〇 東京新聞   現状では、スケジュールは変更はないと考えていいんですか。 

〇 市  長   そうですね、今のところはそういう流れで進めさせていただいてはおり

ます。 

〇テレビ埼玉   ほかに。 

〇 朝日新聞   済みません、朝日新聞です。今その準備段階というお話でしたけど、そ

れで盆栽美術館程度の赤字が想定されるということなんですけど、これを

圧縮して着工に入るというような、そういうお考えはあるんでしょうか。 

〇 市  長   圧縮してと。 

〇 朝日新聞   例えばもっと赤字をですね、小さくするような建物にすると、運営して

いくというような形で計画を変えていくというご予定はないんでしょうか。 

〇 市  長   現時点では、そういったところまでは考えておりませんけども、ただ、

運営管理計画等々を策定をして、そして地域の支援組織などをつくってお

りますけれども、その中でいろんな地域の声も聞こえてくるでしょうし、

いろんな状況もあると思いますので、その中で検討していくということに

なりますので、それがどういうふうに変化するかというのは。今のところ
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は年度内に着工するという方向の中で進めさせていただいておりますけど

も、その準備の段階で総合的に判断して、そういう変更が必要になれば、

そのときには考えるということでありますけど、基本は年度内に着工がで

きるような準備を進めているということですね。 

〇 埼玉新聞   関連なんですけれども、人形会館の計画では支出関連で人件費が

６，９００万となっていますけれども、このあたりをですね、人形組合の

協力などを得てですね、圧縮していくという方策はないんでしょうか、運

営費。 

〇 市  長   運営するに当たって。 

〇 埼玉新聞   ええ。人形組合の協力などを得てですね、人件費の部分が半分以上が、

７，０００万ぐらいが人件費なんで、そこを圧縮していくということが考

えられればですね、盆栽会館ほどはかからないんじゃないかということも

考えられませんでしょうか。 

〇 市  長   そうですね。この人件費については、いわゆる学芸員をですね、専門的

な知識を持っている人を配置をしてということで考えておりますので、そ

の圧縮できる部分と圧縮できない部分がやっぱりあるだろうと思うんです。

ですから、もちろん今後その準備をしていく中で、再検討しなくちゃいけ

ない部分も出てくるかもしれませんけれども、それらのことについても総

合的に判断をしていく、例えば進めるということになった場合にも、そう

いった工夫をする必要性だとかですね、そういったことも含めて検討して

いくことが必要だろうとは思っています。 

〇テレビ埼玉   ほかに。 

         どうもありがとうございました。以上をもちまして記者からの質問を終

了させていただきます。 

〇 進  行   それでは、市長定例記者会見を終了させていただきます。 

         次回の開催は、７月７日木曜日、時間はさいたま市版サマータイムの実施

のため１４時３０分を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。

本日はどうもありがとうございました。 

 

午後２時０９分閉会 
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        ※この議事録は、明らかな言い直し、重複した言葉遣いなどを読み易く整

理したものを掲載しています。なお、会見後訂正された文言等について

は「会見後訂正」とし、下線を付しています。 


